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化審法の一部改正法律案が閣議決定  環境省 
 

 

 

 

    

      

「あなたの分析室Ｗｅｂシステム｣ 過去データから最新の分析結果、分析の進捗状況まで 

あなたのパソコンからいつでも好きなときにご確認いただけます。 

まずは、お問合せください。 

  

〒336 -0015 さいたま市南区大字太田窪 2051 番地 2 

TEL.048-887-2590   FAX.048-886-2817 
ＵＲＬ：www.knights.co.jp 

今すぐ、結果が知りたい！っと思った事ありませんか？ 業界初新サービス、しかも無料！ 

 
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）の一部を改正する法律案」が、2009 年

2 月 24 日に閣議決定され、第 171 回通常国会に提出されました。 

今回の改正の背景として、まず国内の化学物質に対する安心・安全への関心の高まりが挙げられま

す。また、国際的には 2020 年までに全ての化学物質による人の健康や環境への影響を最小化するこ

とが 2002 年の環境サミットで合意され、欧州では 2007 年に REACH 規制が施行されるなど、化学物

質管理に関する状況は大きく変化し、この変化に対応する必要がありました。さらに､ストックホルム条

約で本年春に禁止される対象物質に関して、現行法と国際条約との不整合が生じ、新たな処置を講じ

る必要性がありました。 

 

(改正の概要) 

♦ 既存化学物質を含むすべての化学物質について、一定数量以上製造・輸入した事業者は、その数

量等の届出を新たに義務付けされます。さらに国は、この届出を元に詳細な安全性評価を優先的

に行う化学物質「優先評価化学物質」を指定します。必要に応じて、優先評価化学物質を製造・輸

入する業者に有害性情報の提出を求め､取り扱う業者には使用用途の報告を求めます。これらの

情報収集と安全性評価を進めた結果、必要と認められた場合は「特定化学物質」として製造・使

用規制等の対象とします。 

♦ 今後ストックホルム条約の規制対象となる物質について、条約で許容される例外的使用を厳格な

管理の下で使用できるようにし、国際的な整合性を確保します。 

 

当社では化学分析専門会社として 36 年の経験と実績があり、様々な化学分析を行っておりますの

で、お気軽にご相談ください。 
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